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三朝町告示第60号 

 令和３年第３回三朝町議会臨時会を次のとおり招集する。 

  令和３年５月18日 

三 朝 町 長  松 浦 弘 幸 

 

１ 期  日  令和３年５月28日 午前11時 

２ 場  所  三朝町議会議場 

３ 付議事件 

  （１）専決処分の承認について（令和２年度三朝町一般会計補正予算（第10号）） 

  （２）専決処分の承認について（三朝町税条例等の一部改正） 

  （３）令和３年度三朝町一般会計補正予算（第１号） 

  （４）工事請負契約の締結について（三朝町住民ネットワーク光化事業整備工事（宅内切替）） 

  

                                      

○開会日に応招した議員 

松 原 成 利  松 原 茂 隆 

石 田 恭 二  吉 田 道 明 

山 口   博  藤 井 克 孝 

遠 藤 勝太郎  福 田 茂 樹 

平 井 満 博  山 田 道 治 

牧 田 武 文  清 水 成 眞 

                                      

○応招しなかった議員 

          な し 
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第３回 三 朝 町 議 会 臨 時 会 会 議 録（第１日） 

                  令和３年５月２８日（金曜日） 

                                              

議事日程 

                      令和３年５月２８日 午前１１時開会 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

      ・報告第１号 議会の委任による専決処分の報告について（三朝町国民健康保険条例の 

一部改正） 

      ・報告第２号 議会の委任による専決処分の報告について（三朝町町道の構造の技術的 

基準等に関する条例の一部改正） 

      ・報告第３号 議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償に係る和解及び損

害賠償の額の決定） 

・例月出納検査の結果報告について 

日程第４ 議案第 31号 専決処分の承認について（令和２年度三朝町一般会計補正予算（第 10号）） 

日程第５ 議案第 32号 専決処分の承認について（三朝町税条例の一部改正） 

日程第６ 議案第 33号 令和３年度一般会計補正予算（第１号） 

日程第７ 議案第 34号 工事請負契約の締結について（三朝町住民ネットワーク光化事業整備工事

（宅内切替）） 

                                      

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

      ・報告第１号 議会の委任による専決処分の報告について（三朝町国民健康保険条例の 

一部改正） 

      ・報告第２号 議会の委任による専決処分の報告について（三朝町町道の構造の技術的 
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基準等に関する条例の一部改正） 

      ・報告第３号 議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償に係る和解及び損

害賠償の額の決定） 

・例月出納検査の結果報告について 

日程第４ 議案第 31号 専決処分の承認について（令和２年度三朝町一般会計補正予算（第 10号）） 

日程第５ 議案第 32号 専決処分の承認について（三朝町税条例の一部改正） 

日程第６ 議案第 33号 令和３年度一般会計補正予算（第１号） 

日程第７ 議案第 34号 工事請負契約の締結について（三朝町住民ネットワーク光化事業整備工事

（宅内切替）） 

                                      

出席議員（12名） 

１番 松 原 成 利  ２番 松 原 茂 隆 

３番 石 田 恭 二  ４番 吉 田 道 明 

５番 山 口   博  ６番 藤 井 克 孝 

７番 遠 藤 勝太郎  ８番 福 田 茂 樹 

９番 平 井 満 博  10番 山 田 道 治 

11番 牧 田 武 文  12番 清 水 成 眞 

                                      

欠席議員（なし） 

                                      

欠  員（なし） 

                                      

事務局出席職員職氏名 

事務局長･･････････････ 新     寛  事務局長補佐･･････････ 永 田 真由美 

                                      

説明のため出席した者の職氏名 

町長･･････････････････ 松 浦 弘 幸  副町長････････････････ 赤 坂 英 樹 

教育長････････････････ 西 田 寛 司  総務課長･･････････････ 大 村 真優美 

地域振興監････････････ 青 木 大 雄  財政課長･･････････････ 吉 田 栄 治 

町民課長･･････････････ 山 口 良 輔  建設水道課長･･････････ 藤 井 和 正 
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健康福祉課長･･････････ 矢 吹 和 美  企画課長･･････････････ 村 上 隆 史 

観光交流課長･･････････ 藤 井 紀 好  農林課長･･････････････ 安 田   寛 

総務課参事････････････ 角 田 正 紀  教育総務課長･･････････ 山 中 恵 子 

                                      

午前１１時１９分開会 

○議長（清水 成眞君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和３年第３回三朝町議会臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日届出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。以上、報告いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

             ・   ・              

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（清水 成眞君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第１１８条の規定により、９番、平井満博議員、10番、山

田道治議員を指名いたします。 

             ・   ・              

   日程第２ 会期の決定 

○議長（清水 成眞君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしまし

た。 

             ・   ・              

   日程第３ 諸般の報告 

○議長（清水 成眞君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  報告第１号、議会の委任による専決処分の報告について（三朝町国民健康保険条例の一部改正）、 

報告第２号、議会の委任による専決処分の報告について（三朝町町道の構造の技術的基準等に関

する条例の一部改正）、報告第３号、議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償に係る

和解及び損害賠償の額の決定）、について、報告を求めます。 
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松浦町長。 

○町長（松浦 弘幸君） 報告案件について申し上げます。報告第１号から報告第３号までの３件

の報告につきましては、いずれも地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したもので、

同条第２項の規定により、本議会に報告するものでございます。 

このうち、報告第１号及び報告第２号につきましては、それぞれの条例が引用している関係法

令の一部が改正されたことに伴い、当該条例について所要の改正を行ったものでございます。 

報告第３号につきましては、町所有の公用車による交通事故について、相手方と和解し、損害

賠償額を定めたものでございます。 

以上、概要を御説明申し上げました。よろしく御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（清水 成眞君） 次に、例月出納検査の結果報告について、監査委員から令和３年２月分

及び３月分の報告書が提出されておりますので、閲覧願います。 

             ・   ・              

日程第４ 議案第３１号 及び 日程第５ 議案第３２号 

○議長（清水 成眞君） お諮りいたします。議事の進行上、この際日程を変更して日程第４から 

日程第５の２件の議案を一括議題としたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、この際日程を変更して、日程第４から

日程第５、すなわち議案第３１号から議案第３２号の２件の議案を一括議題といたします。 

町長から提案理由の説明を求めます。 

  松浦町長。 

○町長（松浦 弘幸君） 今期臨時会に提案いたしました各議案につきまして、その概要を説明申

し上げ、御理解を賜りたいと存じます。 

  議案第３１号、令和２年度三朝町一般会計補正予算（第１０号）についての専決処分について、

概要を申し上げます。 

  歳入におきましては、各新型コロナウイルス感染症対策事業等の決算見込みにより、その財源

について調整を行ったほか、地方譲与税、特別交付税、各種交付金等の額が確定したこと等によ

り所要の調整を行ったものでございます。 

  歳出につきましては、各新型コロナウイルス感染症対策事業等について、決算見込みにより減

額を行ったものでございます。 
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  これらによりまして、既定の予算の総額から、歳入歳出それぞれ７９１万円を減額し、補正後

の予算額を６８億７，０７６万８，０００円とするものでございます。 

  議案第３２号、三朝町税条例等の一部改正についての専決処分につきましては、地方税法等の

一部改正に伴い、税制の見直し等が行われましたので、本町の条例について所要の改正を行った

ものでございます。 

よろしくご審議の上、承認賜りますようお願いいたします。 

○議長（清水 成眞君） 続いて、各議案について細部説明を求めます。 

  議案第３１号、専決処分の承認について、令和２年度三朝町一般会計補正予算（第１０号）、 

吉田財政課長。 

○財政課長（吉田 栄治君） 議案第３１号、専決第３号、令和２年度三朝町一般会計補正予算（第

１０号）の専決処分について御説明申し上げます。議案書の１３ページを御覧いただきたいと思

います。 

今回の補正額については、既定の予算額から歳入歳出それぞれ７９１万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を６８億７，０７６万８，０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な内容を事項別明細書により御説明させていただきます。 

はじめに、２３ページから２５ページの歳出から御説明申し上げます。 

各新型コロナウイルス感染症対策事業につきまして、決算見込みにより減額及び財源の調整を

行ったものでございます。 

次に、２４ページ、竹田公民館耐震改修事業及び２５ページ、災害復旧事業につきましては、

決算見込みにより、財源と併せてそれぞれ必要な調整を行ったものでございます。 

また、ふるさと応援基金積立金につきましては、ふるさと応援寄附金のうち新型コロナウイル

ス対策分を、新型コロナウイルス感染症対策事業に充当したことにより４２７万７，０００円の

減額を行ったものでございます。 

次に２０ページから２２ページの歳入でございます。歳入については、地方譲与税及び各種交

付金等の額の確定に伴い、それぞれ所要の調整を行ったほか、歳出で御説明申し上げました各新

型コロナウイルス感染症対策事業等の財源について調整を行っております。このうち、２１ペー

ジの地方交付税につきましては、特別交付税を１億６，０００万円見込んでおりましたが、２億

３５９万２，０００円に確定いたしましたので、その差額を増額したものでございます。また、

特別交付税の増額や歳出における事業費の減額に伴い、予定しておりました財政調整基金の取り

崩しにつきましては、５，１１４万１，０００円減額しております。 
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以上が、令和２年度三朝町一般会計補正予算（第１０号）の概要でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（清水 成眞君） 議案第３２号、専決処分の承認について、三朝町税条例等の一部改正、

山口町民課長。 

○町民課長（山口 良輔君） 議案第３２号、三朝町税条例等の一部改正に係る専決処分の承認に

ついて御説明申し上げます。議案書は２７ページから４８ページまでを御覧いただきたいと思い

ます。 

この議案は、専決第２号として実施しました三朝町税条例等の一部改正の専決処分について、

承認をいただきたいものでございます。 

税条例等の改正の理由は、令和３年３月３１日、地方税法等の一部改正により、個人住民税、

固定資産税及び軽自動車税等の見直しが行われたことに伴い、所要の改正を行ったものでござい

ます。 

主な改正内容でございますが、個人住民税につきまして、個人住民税の均等割非課税の範囲に

係る扶養親族の定義を改正するもの、給与所得者等の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長

承認を廃止するもの、固定資産税につきましては、土地に係る固定資産税の特例の期間を、令和

２年度までとなっていたものを令和５年度まで延長するもの、軽自動車税につきましては、環境

性能割の臨時的軽減措置を令和３年１２月３１日まで６カ月延長するものと、種別割の税率の特

例期限を延長するものでございます。その他所要の改正を行っております。 

議案第３２号、三朝町税条例等の一部改正に係る専決処分の承認についての説明は以上でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（清水 成眞君） これより質疑に入ります。質疑は議事の進行上、１件ごとに議案の順を 

追ってすることといたします。 

 議案第３１号、専決処分の承認について、令和２年度三朝町一般会計補正予算（第１０号）に 

ついて、質疑ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 質疑なしと認め、本案を討論、採決いたします。討論ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 討論なしと認め、採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

○議長（清水 成眞君） 議案第３２号、専決処分の承認について、三朝町税条例等の一部改正に 

ついて、質疑ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 質疑なしと認め、本案を討論、採決いたします。討論ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 討論なしと認め、採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

             ・   ・              

日程第６ 議案第３３号 及び 日程第７ 議案第３４号 

○議長（清水 成眞君） お諮りいたします。議事の進行上、この際日程を変更して日程第６及び 

日程第７の２件の議案を一括議題といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、この際日程を変更して、日程第６及び

日程第７、すなわち議案第３３号及び議案第３４号の２件の議案を一括議題といたします。 

町長から提案理由の説明を求めます。 

  松浦町長。 

○町長（松浦 弘幸君） 議案第３３号、令和３年度三朝町一般会計補正予算（第１号）について、

概要を申し上げます。 

この補正予算は、高勢地区多目的ホール新築事業におきまして、鋼材価格の急騰等によります

工事請負費の増額をお願いするものでございます。 

今期補正予算では、歳入歳出、それぞれ１，１００万円を追加し、補正後の予算の総額を、５

５億６，１００万円とするものでございます。 

議案第３４号、工事請負契約の締結について、主な概要を申し上げます。 

予定価格が５，０００万円以上となります、三朝町住民ネットワーク光化事業整備工事（宅内

切替）に係る請負契約を締結することについて、本議会の議決をお願いするものでございます。 

よろしく御審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 
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○議長（清水 成眞君） 続いて、各議案について細部説明を求めます。 

議案第３３号、令和３年度三朝町一般会計補正予算（第１号）、吉田財政課長。 

○財政課長（吉田 栄治君） 議案第３３号、令和３年度三朝町一般会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。議案書５１ページを御覧いただきたいと思います。 

  今回の補正額につきましては、既定の予算額に歳入歳出それぞれ、１，１００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を５５億６，１００万円とするものでございます。 

  今回の補正内容を事項別明細書により御説明させていただきます。 

  ５７ページをお開きいただきたいと思います。社会教育費、高勢地区多目的ホール新築事業に

おきまして、中国需要の拡大等の影響による鋼材費の高騰、既存施設屋根防水工事の追加等によ

ります工事請負費の増額をお願いするものでございます。なお、財源につきましては、過疎債を

活用する予定としております。 

  以上が、令和３年度三朝町一般会計補正予算（第１号）の概要でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（清水 成眞君） 議案第３４号、工事請負契約の締結について、三朝町住民ネットワーク

光化事業整備工事（宅内切替）、村上企画課長。 

○企画課長（村上 隆史君） 議案第３４号、三朝町住民ネットワーク光化事業整備工事（宅内切

替）に係る工事請負契約の締結について御説明申し上げます。議案書は５９ページを御覧くださ

いませ。 

  契約の相手方は、兵庫県姫路市東今宿３丁目３番３号、株式会社かんでんエンジニアリングで

す。契約金額は１億２，４３０万円です。工事完成期限は、令和４年３月３１日、契約締結の方

法は、制限付一般競争入札です。 

  以上です。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（清水 成眞君） これより質疑に入ります。質疑は議事の進行上、一件ごとに議案の順を 

 追ってすることといたします。議案第３３号、令和３年度三朝町一般会計補正予算（第１号）に

ついて、質疑ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 質疑なしと認め、本案を討論、採決いたします。討論ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 討論なしと認め、採決いたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

○議長（清水 成眞君） 議案第３４号、工事請負契約の締結について、三朝町住民ネットワーク

光化事業整備工事（宅内切替）について、質疑ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 質疑なしと認め、本案を討論、採決いたします。討論ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 討論なしと認め、採決いたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

             ・   ・              

○議長（清水 成眞君） 以上をもって、今期臨時会に付議された事件は、議了いたしました。よ

って、本日をもって閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、今期臨時会は本日をもって閉会するこ

とに決定いたしました。 

  これにて、令和３年第３回三朝町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

午前１１時３７分閉会 

                                      


